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特産品の開発を支援します （神川町特産品開発支援事業補助金）

問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-3915

　町では、 町の地域資源等を活用した特産品の開発を支援し、 地域経済の活性化および地域産業の振興を

図るため、 特産品を新たに開発し販売する事業に補助金を交付します。

※詳しくは町ホームページ （下記2次元コード） をご覧ください。

　神川町は、 「オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２3」 自治体対抗戦に参加します。

　町民の皆様の記録がランキングに反映されますので、 ご参加をお願いします。

【オクトーバー・ラン＆ウォークとは？】

　専用のスマホアプリを使用して、1か月間の走行距離や歩数の実績

を、 様々なランキングで競うオンラインイベントです。 詳細は町ホーム

ページにてご確認ください。

開催期間　１０月１日（日）～３１日（火）

参加方法　●ランニング部門…Sports net ID（RUNNETアカウント）を登録後、アプリ「TATTA」をダウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンロードし、申込み。

 　　　　　　 ●ウォーキング部門…アプリ 「スポーツタウン WALKER」 をダウンロードし、 申込み。

　            ※参加には、 アプリを使用できる端末が必要となります。

 　           ※申込みは、 １０月３１日まで随時行えます。

参加特典　参加者全員にお得な割引クーポンをプレゼント。加えて、歩数・距離に応じて

　　　　　　　割引クーポンを追加でプレゼント。さらに、ランキング上位になった自治体に

　　　　　　　お住まいの参加者には景品をプレゼント！

　　　　　　　詳しくは大会ホームページをご確認ください。

大会に関する問合せ　オクトーバー ・ ラン & ウォーク大会事務局

　　　　　　　　　　　　　　 october@runners.co.jp

問合せ　生涯学習課　生涯スポーツ担当　☎０４９５-７７-4651　FAX０４９５-７７-５066

自治体対抗戦に

参戦します！

町ホームページ 大会公式

参加方法

アライグマ捕獲従事者養成研修会
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-2124　FAX０４９５-７７-3915

　特定外来生物に指定されているアライグマによる農作物への被害が増加しています。 こうした被害を防ぐ

ため、 下記のとおりアライグマ捕獲従事者養成研修会を開催します。

　この研修会を受講し修了証書を取得した方が町へ従事者登録をすると、 従事者証が発行されます。 従事

者証があれば、 法律で定めた捕獲許可や狩猟免許 （わな猟） がなくても、 箱わなを仕掛けてアライグマに

限り捕獲することができます。

日時　１０月２0日（金）午後１時３０分～３時３０分（受付開始：午後１時より）

場所　熊谷市江南勤労福祉センター　２階講習室（熊谷市江南中央１丁目１番地）

定員　５０名　※定員を超えた場合は、 人数を調整させて頂きます。

内容　①アライグマ防除に関する法令等の概要について

　　　　②アライグマの総合的被害対策について

　　　　③質疑応答

費用　無料

申込　9月27日（水）までに防災環境課窓口または電話でお申し込みください。

特産品

町内で生産された農林水産物や自然、 風土、 歴史、 文化等の地域の特性を有した地域資源等を活用

して製造された商品で、 町の魅力発信につながるもの。

補助金額　

上限 20 万円 （補助対象経費の１／２以内の額）

補助対象者

●町内に住所を有する個人　　●町内に住所を有する者により組織する団体

●町内に事業所を有する法人

補助対象経費　

●特産品の開発に要する経費　　●品質検査、 栄養成分の分析等に要する経費

●商品のパッケージ、 ラベル等の製作に要する経費　　●商標登録等に要する経費

●販売促進に係る広告宣伝に要する経費

町ホームページ

　メールやＳＮＳ等に 「〇億円が当選した」 「支援金がもらえます」 など、 お金がもらえるというメッセージ

が届き、 送信してきた相手に連絡を取ったところ、 送金のための手数料と称してプリペイド型電子マネーで

支払いを求められたなどの相談が多く寄せられています。

くらしの110番

「高額当選」「支援金がもらえる」というメッセージに注意！
問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-３９１５

【事例1】

　無料アプリを通じて「１千万円が当選した」とメッセージが送ら

れてきた。入金には手数料が要ると言われ、コンビニで購入し

たプリペイド型電子マネーの番号を撮影し、その画像と振込用

の銀行口座をメッセージで返信した。その後も次々と請求され、

約５０万円を支払った。「もう支払えない」と伝えると、 民事訴

訟を起こすと脅された。相手のことは名前しか分からない。

【事例2】

　スマホに「あなたは生活支援施策の支

援金５億円の支給対象となりました」と

いうＳＭＳが届いた。政府機関が関係し

ているようなことが書いてあり、「手続

きについて」としてＵＲＬが載っている。

本当だろうか。

消費者へのアドバイス

①高額な金銭を得られるというようなメッセージが届いても返信や連絡をしない、 ＵＲＬをクリックしないよ

　 うにしましょう。

②プリペイド型電子マネーでの支払いを求められたら、 だまし取られる恐れがあるので警戒しましょう。

③メールやＳＮＳ等のブロック機能やフィルター機能などを利用し、 不審なメッセージが送られてこないよう

　 に十分気をつけましょう。

▼困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

　 消費者ホットライン　☎ 188 （いやや）

　 埼玉県消費生活支援センター熊谷　☎ 048-524-0999


